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ぺlレー海岸蔀アシエンダの近代化について

竹内 勉

I 

後進国ベノレ の農業近代化は. I商業社会」の生成に際してのそれであるこ

とによって先進国における「農業構造改善事業J"における近代化とは別であ

る。しかしかかる過程は第2次大戦後の植民地制度の崩壊と同体制の弛緩の

もとでの不可避的な過程であるという世界史的意味において一般性を有してい

る。

ベノレーの近代資本主義世界への全面的な参加，すなわち世界市場への編入は

形式的には19世紀初頭におけるスベイ Y重商主義体制からの解放と共に始まる。

実質的には，従ってグアノ guano輸出幻を主とする全く局部的な参加の段階

からさらに進んでより多数の人口の生活過程が資本の世界的運動と直接的な係

わりを有するようになる，農業国としての世界市場への参加，すなわち農産物

輸出を中心とする段階への移行は，チリとの戦争(1879-84年)の後のことで

19世紀末特に20世紀に入ってからのこととなる。それは煎作に始まり今世紀に

入ってから綿作を加え，この二品目を主柱として現在に至る。この二部門は，

しかし，現在までの一世紀問に同じ比率をもって存在してきたのではない。ス

へイン植民地時代に「でに一定の重要性を獲得していた庶作が，黒人奴隷の輸

入に支えられてかなり大規模に営まれており 19世紀を通じて重要な輸出産品で

あり続けたのに対して，綿作は同じく植民地時代にすでに登場していながら輸

出産品として現われるのは南北戦争 (1861-60年)に際してのイギリス綿業資

1) 加用信文「日本農法論J1972年， 248へ ジ。

2) G. V. Levin. The E:r~抑rt Econo棚田 1960.pp.36ー7.毒照.
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本の原綿確保策の追求のうちにおいてであり，本格的な輸出産品としての登壇

は，キューハに代表される新興王室糖国が世界市場に参入してくることによって，

劣患な生産条件に規定されてベノレー糖業が世界市場での競争力を失い始めるこ

とになる20世紀の開幕を待たねばならなかったヘ綿作は原糖市場におけるか

かる国際競争の激化の内に劣位イじするベノレー糖業のいわば後釜として普及する

のである。

ところで，この二品目はいずれもラテ γ アメリカ〔以下 LA と略記する〉

特有のアシエンダと呼称される農業制度下におL、て栽培されてきた。このよう

に発展した輸同農業生産を行い， 自由な賃労働者も生まれているとみなされる

地帯の存在があるにもかかわらず，本来の「近代化」がベノレーの農業地帯全体

において生じつつあるというのは一見不当のように思える。実際，ベノレーのコ

スタ Costa(海岸部)の±シエ Y ダはすでにあらかた近代化を果しているとす

る見解がむしろ一般的に行われている。

たとえば， 196C年代に LA 7カ国の農業構造について調査研究を行い， そ

の成果の要約が 1973年に公表された CIDA (Centro Inter-Americano de 

Desarrollo Agricola，米州農業開発センター〉の文献りは，ベノレ の大土地所

有の類型を農業地帯目別に区分したうえで，コスタのそれをさらに 2類型に分

け，ーゥを「近代的，商業的」と規定し，他を「過渡的」と断乙，またシエラ

3) ベルー綿および同綿作については，次の士献を参照白 R. Thorp a江.dG. Bertram， Peru 
1890-1977; Gr刀wthand Policy in an Oten E同 nOmy，1978. p. 54 

4) S. Barraclough (ed.)， Agra門 anSt門~ctu河 ín Latin America， 1973 

5) へル の農業地帯には他にセルパ selva(森林地帯〉があって， 3地帯に区分される。その特
質は一般に解説されているところであるから，とこでは〈り返きない。たお，アシエンダあるい
はヲテイフンデイア latifundiaというとき，それは「地主経営Jを指している。この農業制度
がペルーの社会において有する社会的，経済的勢力の大きさは，次の事件に皐世的に現われてい
る。 CIDAのへルに関する報告書 T印刷抑止 laTierraνD何回叫10品ocio-Econo
mico del Sιtor Agricola， Peru. 1066 は， ζの固では禁書に等ししその中心執筆者である
R レッツ(R.Letz)は投獄され，後に国外迫放の処置に付せられたとし、ぅ.(J.Brodskyand 
J.Oser，“Land Tenure in Peru: A CIDA Study." The American Jow-nal of EヒOnO

mics and Sociology， Vol. 27， pp. 40ι06.)従って，公表されたその要約が原書の内容を正当に
反映しているかどうか筆者には疑問であることをお断りしておし CIDAについては， [lnd.， 
p.405参照。
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sierra (山地部〉のそれを，体罰制度も存在する封建的な性格を有するものだ

と規定している叱

コスタの大土地所有の第 1 類型は耕地面積にして B 万~9万 ha の規模で，

大夜間を含む。第2類型は同じ<30万 haで，その大規模農業経営は，近代化

の進んだ段階にある。これらの大農園は通常国内市場および国際市場と結びつ

いている。主要作物の甘Rf;，綿花の他にとうもろこし，米，豆類~若菜，果実

が栽培され，さ bに牧草の作付も行われ Cいる。

大農園は，秀れた信用機関(操業開発銀行，商業銀行など〕の便宜を受ける。

また労使関係は比較的進んだ水準にあるへと。

また，最近の別の研究はコスタの農業経営について次のように述べている。

特に20世紀に入 3てから農業はシエラよりもコスタで土り資本集約的となった。

大農園の所有者ば，農学中農場経営の教育を受け，改良投資を行い，農学者を

も雇用して能率の最大限化をはかった。かれらは 19世紀における創設以来

1969年まで政府に影響力を与えていた利益集団である「全国農業会JSNAの

中心メ γパーであったへこの文献は， シエラの労働地代の支払段階にある隷

農制とコスタの賃労働制とを対比させているヘ

CIDAの研究が与えている類型は，まず通説といってよいであろう。 V エラ

に存在する様々な名称を有する隷農は， コスタではほとんど一掃されているか

らである。コスタの労働力は専門技術者を中心とする常雇い労働者と収穫期に

雇用される臨時雇い労働者からなっていると，先の研究書は述べている山。

この立場からすれば，ベノレー農業の本来の近代化は地帯的にも部分的な課題

だということになるであろう。だがはたしてそうなのであろうか。

何よりも 1968年に始まる急進主義的軍人を中心とする軍政が，近代化の末完

6) S. Barraclough， op. cit.， pp. 255， 261 
7) lbid. P. 255 

8) P. S. Cleaves四 dM.]. Scurrah， Agriculture， Bureaucracy and military Governη'lent 
in-Peru， 1980， p. 33 

9) Ibid. pp. 33-4 

10) lbid. P. 3::1 
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了であることを明らかにしたのではないであろうか。新政権が，まず新農業改
良

革法 (1969年)を実施に移したのは，コスタ北部の技術的に最も進んでいる地

域であった。それはコスタの輸出農業企業を除外して， シエラを主な対象とし

た前政権(ベラウンデ Belaunde，1963 -68年〕の農業改革の方針u)と全〈対

立するものであった。この是主化は一つの謎ともいうべきものであるが，そのね

らいについて，一研究はこの国の権力の中枢である寡頭制を破壊し，労働組合

指導者を失脚させることであったと述べている由。政治学的には，この判断は

正しいであろうが，経済学的にはなぜ私企業ではなく生産協同組合山の形態が

生れるのかというように，なお検討を要する問題があるであろう。

その代表作が世界的な古典のうちに入っているマリアテギは， コスタの輸出

向け操業の発展が西欧資本主義による LA諸国の経済的植民地化に完全に屈

したものであることを指摘した上で，この地域の大土地所有が技術的に進んだ

段階に達していると述べている。ただし，かれは，その経営が封建的な慣行と

原理に基いていることの指摘を忘れていない'"。問題はかれのこの分析が現代

ではもはや妥当しなくなったといえるのか否かということであろう。この国の

農業の近代化の特殊な性格を論じることによって，一定の解答が与えられるの

ではないだろうか。

II 

近代化 modernizaiton山は伝統的な (traditional)社会の否定の過程を表現

11) この方針は CIDAの規定に開J古している。それは農民の土地不足に一応対応するが，大土地
所有制の視幹に触れない温和な性格のもので，それも遂行を困難にする複雑な規定を備えたもの
であったo R. King， Land Re.form;' A W町 idSurvey，G.Bell & Sons，Ltd.， 1977，p.85 

12) G. D. E. Ph山p，The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals， 196s-1976， 
University of London， 1978， p.121 

13) 石井掌「ベノレ り農業改革と農業共同経首J. 斎藤仁編「アジア土地政策論序和 1976年， 所
収，参照。この法律制定の決定3的な動峨は，学生の政治活動を抑匡する措置に抗議するヅエラに
発生した学生白暴動であったという。なお審議中であった法案は.15時苛の連続討議を経て腕尽
きれ，この園田砂精生産自約90%を支配する 8企業が接収されたのは，法案採択の翌日であった。
G. D. E. Philip， op口九 p.1l9

14) J. C. Mari位唱ui，Siete Elηsayos de削的"tretan白'1 de la realidaa 1加-uana，EditoriaIノ
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するものであるが，広くは社会全般の変革について使用されるとともに個別社

会についてもその変化を表現するものとして，二重の用法をもつものといえる

であろう。しかし，このような区別はいわば形式的であって，本質的には社会

全体の問題に属するものであり，個別的な近代化といえども全体を離れて考え

られるものではない問。ただ過渡的な社会にあっては，このような個別差が顕

著に看取される事態が生まれ，二重社会あるいは二重構造的とも表現されるこ

とになる。経済的社会構成としてみるかぎり，資本制生産の世界的な拡延過程

におい亡，そのインハグトのもとに，確かに多数の過渡的なウクラ ドを合む

社会が，従来いくつも現われてきたL，同じ現象は現在も世界の「後進」地域

に一般的に観察されるところである。従って，ベノレ一社会について，また)文く

は LA社会について， その農業社会で支配的な制度について，近代的あるい

は伝統的 Fいう医別の分析が理論的，経験的に追求されてきたことは当然のこ

となのであるのただ， こ.の地域は，従来国民的統ーの方向よりは地域社会の部

分的な世界市場への参加の方向を主要な面としてきたことがあるため，いわゆ

る後進国について指摘されるのとは異なった特質が生じてくるのであり，近代

的なア γ ェ γ ダもかかる植民地的生産をもっぱらとしながら生れてくることに

なる。そのために，社会発展におけるこの植民地的特殊性が，学問的には国民

的統一の方向が社会全体に生じているか否かを問うことなく単なる類型論に従

って近代化の規定を与えるという研究を生むこととなっているのである。総じ

て「二重構造」論や「複合社会」論の登場する背景はここにあり， LA研究に

おレてもそれは例外ではない。かなりの成果を残してきたアメリカ人類学の研

究の性格も同一方向にあるように思われる。

、Universitaria，S. A.， 1955. pp. 61， 64 初置は1928年。

15) その経済的内容は， ζ こでは前資本制社会から資本主義社会への転化，資本南肱産様式の成立
であると解する園すなわち，商品，貨幣，資本の成立の過程であり，労働市場市成の過程である
と考える U

16) Aースミスが， その分業論において，作業場内の分業の発展と社会的升業の発展の密接な関連
に注目したのは全く正しいのである。 A.Smith，もv回lthof Nations， VotI，Ch.l 

17) たとえば.G.ランベールが，この立場に立つ。].Lambert， Latin America，品ocialStru 
cture & Political Instu叫 iom'，19G7
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それゆえ， 最近の LAの土地と労働に関するシ γポジウムにおける総括的

な議論叫が，これをもって農薬企業の型を規定するものとして位置山づけ，狭

義の LA農業社会論から一応除外する特殊な扱いを示したのもまた理由の無

いことではなしh とはいえ，このシンポジウムがその重要性をこの位置づけに

よって決して否定「ることとなっているの Eないことは，プフンテ ンョンと

アシエンダとを区別して， (その正否は別として〕古典的な定義を行なった E

ウノレフと s ミンツの業績加をかかる分野の研究の出発点とでも，.うべき位置

におき，その定義が「全文引用1"値するJ'll) と述べていることからも十分に知

るこ正ができる。しか L，官、はここでは先の両人の共同研究の成果の上に立っ

てベノレーの現地調査や敢行しその成果の上に立って先行の業績を批判的に摂

取した S ミラーの研究成果22)に言及したいと思う。それは，類型論や二章構

造論に顕著に見られる「伝統的」部門と「近代的」部門とのかなり固定的で機

械的な分離の弊をみごとに破った研究である。それは，先に紹介した英国での

-/''/市ジウムの報告書の規定だけでは済まない，労働市場形成論となっている。

まず出発点となる問題のウノレフとミンツの定義を紹介しておこう。アシエン

ダに関するそれは次のようである。 r支配する土地所有者と従属する労働力と

により経営され，稀少な資本を用いて小規模な市場に供給するべ〈組織された

農園であって，そこでは生産諸要素が資本蓄積のためばかりではなく，所有者

の社会的身分への渇望を充足す畠ためにも使用されることになっている。J23l

これに対して， ミラーは，ベノレーには多種類のアシエユ/ダの編成があって，

18) K. Duncan and 1. Ruteledge (ed.)， Land and Labour i匁 LatinAmerica. Essays 
On the D四 elotmentof Agr町四nCa戸崎lu間的 theNineteenth and Twentieth Cen 

tune.汚， 1977

19) Ibid. pp. 5-7 

20) S. W. Mintz and E. R. WoH，“Haciendas and Plantations in MュddleAmerica and the 

Anti1l田九ぷ'ocialand Kconomic Studies， 1957， Vol. VI， pp. 380-412 
21) K. Duncan and 1. Ruteledg.e， o.ρ. cit.， p，5 

22) S. Miller，“Hacienda to Plantation in northern Peru: the prOcess of proletarianization 

of a tenant farmer societyヘinJulian H. Steward (ed，)， Contem/JOrary Change in 

Traditional Societies， 3 vols. 1967， vol. 1 

23) S. W. 1¥在lntzanヨE.R. Wo1f， opα't.， p.380 
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それは上の定義と重要な点で相違するとし，そのようなアジェ γ ダ類型として

次の二つを与えている。ゑ 1は，鉱山会社やプランテーションに貸出されるも

のである'"。企業はアシエンダの食料と労働力を当てにして借地する。借地人

lesseeはアンエンダの改善に投資して，その剰余生産物を増大させ℃利益を得

るのではない。つまり，乙うである。そ己は単に必要労働の支山が旧来のまま

行われるに委せるのであって，借地の眼目は鉱山やプランテーシ;01Y という借

地人が別に有する生産の場で小作人の剰余労働を支出させ， しかるベき生産物

形態に結品させることに置かれているのである。ただしこの新たな事態の出

現と共に，アシエンダから離れた Eころで行われる労働に対し，名目的な賃金

が支払われることになり，また労働者がアシエンダ内で借地人の販売に廻す余

剰生産物が買上げられることに伴って，従来以上にアシエンダへの貨幣の流入

が生じることになるo

ここには資本が労働力を未だ賃労働の形態で見出すことができないでいると

レう事態がある。労働力は，アシエンダ内に，すなわち土地所有のもとに包摂

されていて，資本はその直接の利用を許されていないのである。資本は土地所

有にその使用料を払ってはじめて労働者に自由な剰余労働の強制を加えること

ができるのである。

さて第 2の類型は，典型的には牧畜業を営む企業が買収したアシエンダであ

る。これをミラ は「企業アシエンダJcorporate hacIenda2ω と呼ぶ。 ζ こ

では，アシエ Yダの牧台経営体への転化により，新しい特徴が加わる。第 1の

類型と異なって，労働集約的であることの他に近代的な牧畜経営に必要な特殊

な設備が加わる。生産物は国内市場での販売が目標となる問。

すなわち，アシエンダとしての基本的性格を残しながら労働過程の諸条牛か

ら生産物に至るまでに大きく変化を遂げた，半資本主義的なアシエンダがと住ま

れているというのである。との変化が第2次大戦後各地で，そしてとりわけベ

24) S. Miller. 0ゑ at.，p.136 

25) lbid 

26) lbid.対象は牧菩に限らない。
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ノレーにおいて，かつてない規模と激しさを有する農民の決起を生む原因となっ

た。 CIDAが先の文献のなかそ定式化しているラティフンディオ・ミニフンデ

ィオ複合体 latifundio-minifundiocomplexという隷従的関係の有するカの均

衡は，この変化によって打ち破られつつある。土地を追われる農民は実力で奪

われた土地の奪還をはかろうとする。かかる土地をめぐる掻擾が現代 LA に

おける上地改革論の背京を成している。 LA農業問題の研究者である T.F キ

ベロノレば， 1961年目時点でかかる動向が今後益々高まると判断してし 1る問。

以上からごラーはミンツ=ウノレフのアシエンダの定義が， r社会的地位に対

する渇望」という点でも， r地域市場」という点でも r稀少な資本」という

点でも妥当しないと結論するのである。従って，一致しているととろは「従属

する労働力」という点だけになる。しかし， ミラーの議論は，このように紹介

すると定義にこだわりすぎているとの印象を与えることになるかもしれないが，

若干のコメントを加えてきたように，彼自身はアンノエ νダと資本の関係を種々

相において規定することに努めているのである。かかる過渡性そのものの正面

からの叙述が後にはもっと詳細に与えられるのであるが，その検討は別の機会

に譲って，先に進むことにしよう。

次はブラシテーションであるが， ミンツ=ウノレフの定義は次の通りである。

「支配する所有者(通常会社に組織されている〕と従属する労働力とにより経

営され，豊宮な資本を使用して犬規模市場へ供給するべく組織されている農園

であってヲそこでは生産諸要素が所有者の社会的身分の必要とは無関係に，主

とし C資本蓄積を増進する ζ とを目的に使用される。」目〉

この規定についてミヲ は，労働力に関する規定を別にすると賛成すると述

べている配。ミ γ ヅ J ウノレフは，労働力について二つの制度の同に重要な差異

27) T. F. Carroll，“ La reforma agraria: una fuerza explosiva en America Latina"， en， 
Reforη叫 Ag-ra門 aen la Am-erica Latina， procesos y perspectivas， Ediα白1 preparada 

por Oscar Delgado. Mexico， 1965. p. 168 農業改革論の背景はここにあるぬ
28) 丘 W.Mintz and E. R. W olf， op. cit.， p.380 
29) S.1¥在i11er.0.ρ cit.， p.137 
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を見出している。プランテーションの労働者はすでに耕地主の恋意的な使役を

免れており，個人的信用や人格的関係の制度化のような商品関係以外の労働拘

束機構に依拠することがないというのである。だから「従属する」とはいって

も，その内容はアゾエンダとは全く具っており，プランアーションではえ字通

り近代的な労使関係が生れているとの見地が述べられ亡いるのである。ミヲー

は，この規定がベノレーの海岸部にあるプランテーション型煎園には妥当しない

という。かれが調査したコスタ北部の最も近代化している地方の15のプヲ γテ

ーションでは，伝統的な型の場合に符われているように，一定面積の土地が晶

買にされている原住民労働者 indi酬に割り当てられていたのである。その理

由ほ 3 ミヲーによると荒園の土地条件に求められるという。すなわちその内部

には濯慨路より遠く離れているために甘庶栽培に利用できない限界地が大量に

存在しているのである。土地割当をうけた労働者は，プランテーションで毎日

daily 労働する。他方，この土地から得られる生産物は管理者にその 4分の l

を収めることになる。この部分は，手頃な値段で労働者の間に配給される。さ

らに肉や米の現物支給が行われている。個人信用は明らかに信用のない労働者

を除いて，入用な者にはあらゆるレベルの者に供与されている。貸付のうちの

あるもの，特にイ Yディオへの前貸は，かれらを拘束することを目的としてい

る。制度化された個人的関係は，管理者とあらゆるレベノレの労働者との間に強

〈存在している。住宅供給は労働者を吸引する手段の一つである則。

ミラーは先の一般的な規定とベノレーの現実との聞に生れる差等は，大部分，

特殊な国民的適用ということに帰着するという。ベノレーでは甘庶は 1年のう b

10カ月に旦って収穫されるo だから，定住する安定した労働力が望まれること

になる。ところが， LAの他地域での甘茂収穫期はこれよりずっと短いもので

あり，豊富な移動労働力士有しているので，労働を吸引する機構を不要にする

のであるかも qもないという S1h

30) lbid 
31) lbid.. p. 138 
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ミラーは，以上のように，国民的差異に帰しているのであるが，ここでの論

点は労働力の性格規定をめぐるものである。 ミyツ=ウノレフはすでに十分な労

働市場が成立していることを想定しているのに対して， ミラーはベノレーの現実

がこの点でその水準にまで到達していないという事実を指摘するのである。ペ

ノレーでは"依然として土地所有が，最も進んだ段階にあると考えられている海

岸部のフランテーションでなお大きな力を発揮しているのであり，農業企業は

労働力確保の点t未だ完全な資み制企業になりきっていないというりである C

以上のま口く， ミラーはプランテーンョンの近代性主主張する議論に対し亡，

農業労働者に関する反証をあげて，との古典的な規定の 般性に 定の留保を

与えている。しかし， ミラ はこの留保を逆に 般性にまで筒めようとするの

ではないu 彼ば，この留保をベルーの一地域に限定している。だが， ミラーが

国民的な差異でもって説明せんとしているものは何であろうか。それは，明ら

かに国民的な社会の発展の水準と特質に関連しているのである。与えらわる留

保は， ミラー自身が明言している訳ではないが，一般的には，本項の始めに言

及した社会全体の近代化に関係したことであって，個別的な段階での近代化が

それと独立に生じえないものであることを意味しているといえるであろう。そ

して，それは，特殊にはベル の近代化過程の特質に関係していることである。

山地部のアシエンダと海岸部のアシエンダは，労働力の供給と受容を媒介に

して実は鰐接な関係に置かれてきた。アシエンダ問だけではな<，山地部の共

同体と海岸部のアシエ Yダとの聞にも同じようにして深い関係が生れている。

つまりアシエンダとプラ γテーションという二つの農業制度の類型は，ベノレ

では互いに独立に存在しているのではなし相互に深い連関性のうちに置かれ

てきたのであるo これがミラーの論文の主旨であり， ミンツ=ウノレフにはない

新しい観点 Eある。

今少し，その点をミラーを離れ亡詳論すると次のようになる。コスタのアシ

エンダは元来，技術的には手工業的な労働手段しかもたなかったが，それさも

って大量の海外需要に応えるとすれば必要となる大量の単純労働力を所有して
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いなかった。そこで労働力調達は，奴隷制の廃止(独立の時点で開始をみる〕

後は中国人クーリの輸入により，その後は日本人契約移民8むという不自由労働

の導入となって現われるが，基調としては質的に劣るとみなされていたシエラ

のインディオ労働力の移入にまつしかなかったのであって，それは， 19世紀末

か b始まり，遅いところで50年代まで続くエ Y ガンチェ enganche制仙とし亡

大規模に実施されたのであった。乙の制度がコスタとシ~ラを結合する紐帯の

ーっと!;rり， 1930年代には，コスタに 定の資本骨子j生産が開始されるまでに労

働者の集積が進み""次に，それがシエヲに反作用してシエラの変苧もまた不

可避的となョたことは，アシエ Yダの第2類型の生成についてミラーが明らか

にしたところであった。

第 2類型成立の意義をととで要約すれば次のようになる o (1)経済的自給自足

性は生産物の販売およひや労働手段の獲得のために圏内市場への依存が増大して

解体する。 (2)土地利用は商品生産のために，できるだけ集約化する。 (3)小作入

社会は市場生産の利害に関心をもつこととなる。 (4)価値観が生産性を中心とす

るようになる。 (5)シエラにおける人口の自然、増および小作地の不足が生ずる郎、

明言してはいないが， ミラーはベノレーの両地域のアシエンダの全体としての

32) 植民地時代に輸入された黒人奴隷は， ミタ m.阻制によるインディオ曽働力への依存が可能で

あったことにより，比較的少し 10万人に達しなかったロしかもその多〈は家内叡隷であった。
D. P. Werlich， PeruョA Short Histary， 1978， p.49， その解放は1855年であった， G.V 

Leviη • ot_ cit.. p. 41 ク リはグアノ採掘への充当を目的として， 1849年マカオから輸入開始
となり， 1876年のプランテージ aγにおける暴動により輸入は逮絶した。そ自動約9万人といわ
れる。 lbid.，p. 87.契約移民形式による日本人努働力的導入ば森岡商会の手により進められ，明
治3~年第 1 回渡航となり大正12年まで続いた。入江寅次「邦人海外発展史上ョ下J 昭和13年，上
巻349べ山下巻275へ一三人

33) エγガソチェ制についτは， P. Blanehard，“ The Recruitment of Workers in the Peruvian 

Sierra at the Turn of the Century"， In附 A明 e円'canEconomic Affi出向.Vul. 33， Nu.3 

1979. pp.63-83を毒照。 この制度は隷農制および共同体の存在を前提にしたシエヲ芦働力のコ
スタ農園への供給制度であり，前貸金cf;貸与や地方有力者の介入を含む様々 な隷従関保を伴って
し、ァ¥

34) それは193年におけるアプリスタ Af>'有印党の結成となって現われる o P.F.Klaren.Moder 

nization， Dislocation， and Apris畑ス 1973.p. viii. n参照. ただし. コスタにお叶る土地
清掃が直接の契機を成す回

35) S. Miller， op.cit.， pp.211-12 
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j左代化すなわち国内市場の形成が進行していることを指摘しているのである船。

この過程でコスタのプランテ-/ョ Y労働力の性格はどのように変化するの

であろうか。ふたたびミラーに帰ってこの点を開〈ことにしよう。

シエラにおける「企業ア γ エンダ」の成立に伴って成立する過剰人口=土地

不足は，ヨスタへの大量移住を惹起し，都市周辺のノ、リアダ品川iad，α と呼ば

れる貧民街の形成に結果した。たとえば， トルヒーョ Tγujillo 市の近くには

ポノレペニーーノレ ElPorvenirとL、うハリアーダが生まれ亡いるが! それはお54年

には存在しなかったのに1964年には 3万人の推定人口を擁して v、た。同様のこ

とはリマ市についてもパラモンガ市についてもいえる加。このン〆ユヲ人口のコ

スタ涜出はシエラにおける政府および「企業アじノエング」の土地開発計画がこ

れまで以上に展開しない限り，止むことはなe"ヘかかる移住の直接の効果は，

コスタのプラ γテーショソにおける労働力不足に終止符を打ったばかりか，ス

ラムに住む過剰」人口を創出した加。

従来，一貫して不熟練労働力の不足に悩んできたコスタのプランテーショ

ン山は，今やそれが眼前に溢れているのを見出す。インディオ労働力調達のた

めにシエラに閃かれていた雇用事務所の閉鎖はこれを象徴的に示す山。一種の

「出稼ぎ労働J42) を意味するエンガYチェ制はここにその歴史の幕を閉じるこ

とになる。

その結果ヲインディオ労働力のシエラとコスタの間およびプランテ ション

聞の移動は停止し，かれらの定着性が増大する。それと共にインディフ「家族の

安定性が増大し，これまでかれらを拘束するために用いられていた管理機構は

30) ここには「産業資本のための圏内市場の形成」を論じた K マルタ λ の論述がほぼ妥当し口、

る。 K.Marx， Das Ka戸垣al1. MEW.， Bd.， 23， 1962， SS. 773-77. 
3り S.Miller， op. cit.， p. 142 

38) Ibid. 
39) lbid. p.143 

40) J. C. Mariate氏lli.Oρ cit唱 p.66
41) S. Miller， op. cit.， p.143 
42) 車羽裕， r低開発国経済分析序説」昭和'6午， 179ペ ク。
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不要となる山。インティオはここに債務奴隷状態に終止符を打ち本来のプロレ

タリアートとしての存在を受けとるのである。

なおかかるプロレタリア化はある日そ札を促進する要因が合流して劇的に進

行することになる。それは1956年という年であるという舎へ第 lの要因はコス

タ北部の労働者の組織化に力を有するアプリスタ Aprista党が支配勢力の一部

〈キリスト教民主党〉の支持を得 ζそり活動に積極的に踏み出したことである。

第 Zの要因は，こり年に不熟練労働に代わる機械の採用が可能になったことで

ある。第 3要因は， ン~=ヲの土地不足が顕在化して大量の移住があったことで

ある。

ミラーはこれらの要因の聞の関連を明確にしていないが，それは次のように

なるであろう。とのうち重要な要因は，第 1と第2である。前者はプロレタリ

7 ~_してコスタに定着ぜぎるをえない農業労働者を組織化することにより，契

約に反する不当な課業の押しつけを止めさせることの他，その労賃水準の引上

げに貢献する。それまでずエラの隷農の低い生活水準に規定され，しかもさら

にそのような生活の「生計補充的」削であった労賃水準は，いまやそれでもっ

て労働者階級の再生産が行われるべき本来の賃金水準にまで上昇しな阿ればな

らなくなる山。労賃水準のこの土昇は，他方でコスタ農業経営に機械の採用を

強制する。次に賃労働の成長は，農業経営のうちに占める資本の比重をそれだ

け一段と高めることになる。そしてそれだけ土地所有は後退する。地主経営は

ここに初めてそれが包摂する労働力のほぼすべてを賃労働として見出すことに

なる O 地代はそれだけ資本制地代に接近する。しかし， シエラではまた刷の過

43) S. MiJler，。ραt.，p.203 
44) 1mι 
45) 山田盛太郎， r日本資本主義分析」昭和9年，改版昭和24年， 51ベ ジ。これは副業について

の規定であるが， 1-出稼労働」にも基本的に妥当すると考える。
記) r賃金に食料，住民ーサ ピスといった様々 な現物支給を合せると，薦作労働者はリマ市の建

設労働者にほぼ等しい所得を得ている。農村労働者としては， これは非常によい所得であるJ
J. Cotler and F. Portocarrero，“P町 u: Peasant Organizations"， in H. A. Landsberger 

(ed.)， Latt"n American Peasant Movemr?1叫 1969，p.304 りマ県の綿作労働者の賃金は.
農作労働者の2分自 1以下である.品ぽ
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程が進行している。そこでは資本は土地所有に作用して無産者を創造している。

隷農はその身分を廃止されるとともに，一部その占有地から乱暴に追放される

こととなっているのである。

シエラとコスタとし、う発展段階を異にする二つの農業地帯には，いずれも資

本の作用が媒介となりながら二つの段階を異にする変化が生じている。そして

よの二つの過程は密接に関連し合いながら進む一つ白有機体形成への道となっ

ているのである。

III 

ベルーの代表的な茂作地帯におけるプランテ一、ンョゾの近代化は， ミラーに

従って考察したように， 1950年代に本格的に進行し始める。イ γディオ最業労

働者の賃金労働者への転化が進行したことは， ミラーが正し〈指摘していると

ころである。だが， 1968年に始まる軍政干の農業改革は，最初に紹介したよう

に最も近代化の進んだ地域を急襲して，各種農業協同組合および農業公益組合

SAIS引を作り上げた。ここにミラーが明らかにした近代化のいわば自然成長

的な過程は終りを告げ，有償接収であるため年賦払いの地代形態で残るけれど，

もはや前期的土地所有は形式上一挙に経営から姿を消すことになったのであ

る冊。乙こではその社会的，経済的意義を問うのではなく，かかる形態になら

ざるをえない原因を明らかにしようと考える。それはコスタの大農業経営の近

代化の特質を明確にすることになるであろう。

T. F キャロノレは，大土地所有，特にプランテーション型の再編について，

驚くべきょとに， 1964年というべノレー白改革白数年まえに， iLA の発展白現

47) 各種組踊 'J構成につい之は，石井章，前掲畜，参照。
48) 軍政下の農地改革を一部地代論から論じた 研究は，それにより廃止される地代範腐を絶実相自

代と解しているロ これを土地所有一般の要求する地代と解しているからである o R. Zaldュvar，
“Agrarian Reform and Military Reformism in Peru，" in D. Lehmann， Agγ'a:Ti.an 

Reform & Ag叩 rianReformism， 1974， p.62.本項でみるように，資本範輔の本来の農業
経営における成長は徴弱であ η て 土地所有が「まだ生産の主要条件として現われている」臼王
Marx. Das Kapital， III. MEW.， Bd. 25， S. 792.)としか考えら札ない段階における改革であ
る。
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多〈のプランテーションは各種の協同組合か国家所有に転換

されねばならないであろう」山と述べて，

このような形態によるしか，大土地所有制から農業経営を

今日のベノレー農村の姿を予測してい

(184) 

段階においては，

54 

るコ言い換えれば，

それを大経営のまま維持することはできないということなのである。解放して，
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またその理由説明も傾聴比値する O

と述，ミている。すなわち

現代の LAプランテ ションにおける労働組その志味は，協同組合形態は，

ということさある。労働組織の織の低い発展水準に規定されて登場するのだp

地所有の廃止は，直ちに，それまで労働を組織し，

力の喪失を意味することになる。その代位物はといえば，

新たな形態による従来と実質的に変わりのない労働編

成によるしか経営維持の手段は存在しない。この新しい組織化の失敗は大経営

の解体を意味し，そのときには，自由な小経営が出現してしまうであろう。

T.Fーキャロノレはこのように認識している。それゆえ「豊富な資本」とし寸先

の人類学者の規定には大いに疑問の余地があると言わねばならない。たとえば，

糖業資本を「近代的」と評価するのは課題の提起において触れたように，通念

に属することであるかも知れない。多額の投資とシエラにみられるものとは明

一仕

剰余労働を強制していた権

物的な強制手段の欠

いうまでもな〈物的な生産条件と相互規定の関係にある。従って，水準は，

京日しているところでは，

らかに異なった自由な労働者の存在がみられるのだから。だがその評価を行う

さらにその生産構造その企業の併有する農園を工場から分離し，に当っては，

労働過程の具体的な編成を明らを主体的条件と客体的条件に分かつて観察し，

応、の賃労働者の存在，商品かにする必要がある。単に投下資本額の大きさや

生産およびその販売市場などだけから近代的経営=資本制生産り存在を結論す

かつて奴隷制プラ γ テ:;sことは大変な誤りをおかすことになりかねない。

T. F. Carroll， op. cit.， p. 168.傍d札引用者。
Ihid. 

49) 

50) 
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y ョンがかかる商品生産の単位だったように，生産物の経済酌形態や企業の収

益性からは，経営体の近代性は主張できない。ベノレー北部コスタの煎圏を近代

的と判断する立場からは軍政下の農業改革は理解できないで1とろう。

この分析の視角は， LA農業の変革を理解する上で決定的に重要である。新

大陸のプランテーションの多くは奴隷制またはそれに類似する制度の前歴を有

しており，奴隷制廃止以後も解体せずに存続した大農園はc..0)野蛮な制度に個

有な遅れた労働組織を残存させているからである。

K マノレクスは奴隷制の労働組織の性格について次のように述べている。

「大規模な協業の応用は古代世界や中世中近代植民地にもまばらに現われてい

るが，これは直接的な支配隷属関係に，たし、ていは奴隷制に，基いている uJ50 

かかる協業が単純で非能率的な生産用具と結びつき，また他方で圧制的な指輝，

監督に従う 4のであることはもちろんである。それゆえこの種の協業の発揮す

る力が，小農経営の勤勉さにはるかに劣るものであることは，歴史上の生産様

式の交替の中に示されている。また同じニとは空間的にも同一生産部門に小経

営が存在することから，指摘できるであろう。たとえば，いま問題の庶「乍をと

れば，最大の産糖国であるキューパの革命前のそれは「コロノ J¥1却をとってい

たい他にも多くの地域で小経営が行われている'"。

アシエンダの 見進んだ管理組織は，発展した資本制生産に伴う高度の協業

の表現ではなく，隷農制の遺物の反映であることが理解されるのである。資本

市]農業は農法的には機械体系を採用しているだけではなく，それと共に地力増

進機構を備えるものとして初めて現われることができる。労働生産性の上昇だ

けではなく，土地生産力の増大が近代的農業生産力の特徴である。それは，労

働組織との関連でいえば，エ業の場合と同じように監督の叱声十鞭によってで

はなく，機械を中心に労働手段の体系を介して労働者の協業が組織され，同時

51) K. Marx， Das Ka声"tal.1. Bd. 23， MEW.， S.354，邦訳「マノレグスーユンゲルス全集|第
23巻， 1965年，岨8ベージ。

52) 根岸勉拍， ，栽植企業方式論」昭和1<牛， 262へ ジ。
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にそれによってかれらに対する支配が行われるものである。アシェ γ タ"がすで

に近代化されているということの真の意味は，農法的にかかる水準にまで到達

しているか，あるいはそこに向って前進しているということでなければならな

いであろう。 T.F キャロルが予言し，軍事政権の実践に示されているように，

一見近代的と映るベルー海岸部D農園はかかる実体主備えたもの立はなかった

のである。農業経営は， ミラーの考察にあるように，機械の採用を開始してい

たが，資本としてそれに適しい生産諸力を実現し，それによって直接生産者を

支配するには，はるかに低{立の水準にあコて，なお遅れた生産手段を用い，前

近代的な労働者管理を，労働者の個人的生活過程においても，専らとすること

により成り立っところの，土地所有に支えられるところがなお大であったので

あるの

IV 

ブラック・アフリカについて「出稼ぎ労働力」の範障を明確にされた赤羽氏

は，白人のプランテーションの近代性を論じて， r経営内部の関係は確かに近

代的であるが，この経営が原住民社会の全在会議告ら主主産に果している役割

は明らかに前道代的なものであるといわざるをえない」日〉と述べられている。

この命題は，これまでの本稿の論述と二点で対立する。ブラック・アフリカの

プランテーションは LAのそれと，性格を異にすることはもちろんであろうが，

土地所有の独占に支えられているという点では本質的に同じであうう。従って，

労使関係を!経営内部の関係Jの中心と考えれば，その近性代を主張する ζ と

には， アフリカでも同じように無理があると考える。次に，プランテーショ ν

が「原住民社会」を破壊するのてはなく，それの維持に務めることにその利害

を見山すということを理由に上記引用の如く述「られるのであるが，ベノ1. で

はここでも全〈反対の事態が生じて〈ることを明らかにした。アフリカの共同

体が LA と異なって一次的関係に止まっているこ kは確かに根本的な違いで

53) 赤羽柑，前掲書， 221ペーら九時点は原文どおり。
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あって，それは共同体破壊の契機および作用力の相違となって現われるであろ

うが，資本がそこに根付き始めるや否や，法則的に同一の結果が生じるであろ

う。ここでは主体的な力ではなく，客観的な諸力が考慮されねばならないので

ある。

エンガ γチェ制という拘束的ではあるが一種の「出稼ぎJ制度を媒介にして

進行したヘルーのシエラとコスタの交流は，遂に両地帯の社会構造の静態的な

再生産ではなしその質的な否定を生み出すに至っている。しかし，この自然

成長的な近代化の過程ほ，それが全面的となればなるほど， その途上において

生ずる矛盾を危険な存在に変えてLぺO もちろんその推進主体が資本であるこ

とは先に見た還りである。ユノエラの労働地代段階にある隷農制の解体に伴う過

剰民の流出は，まるで意図的にそうされたかの如仁現状では都市流入に結果

している。この事態は，マノレクスがスコットランドにおける土地清掃について

述べた次の叙述を思い出させる。 118世紀には，農村から追い出されたゲーノレ

人には同時に国外移住も禁止されたが，それは，彼らを無理矢理にグラスゴー

やその他の工業都市に追い込むためだった。J5u これと同じ事態の生ずる客観

的条件のもとに置かれている現代のベルーの進むべき道が資本主義的にはより

高度の蓄積i段階に進むしかないことは自明であるが，当時と比べものにならな

い進んだ主体的条件を備えている被収奪者を擁するとき，危機の激化は回避し

がたく，積極的な圏家干渉が必然化する。弱体な文民政府は強力で急進的な軍

事政権に代られねばならなくなる 55)。だが，低位の生産力段階と高度に組織化

される労働者階級の存在というペノレーの農業制度の特質は，生産の主体的条件

を決定的な要索とすることにより，組織労働者の発言力を強めることに結果し

ている。この条件を亡ことすることにより，労働者は新体制のう bに強固な地

盤士形成し，軍政権の当初の目的の半分を打ち砕く。寡頭制へD打撃は成功し

54) K. Marx， QT. cit.. S.757. K マルクス，前掲書.953ベージ。
55) I軍人と文民の急進主義の逆相聞は LAのいたるところで見る ζとができる。JG.D.E. Phト

lip， op. cit.， p. 163 
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すこが， Iアプリスタ勢力の失遂」はかなうところか，彼らの協力なくして協同

組合形態の維持が不可能であることが分ってくるのである日〉。協同組合を政府

管理下に置き，実質的にそれまでと変らない体制を維持し剰余労働の成果を国

家に吸収して，国家資本主義路線で現状のラディカノレな打開をはかろうとした

政府の目論見は，その蓄積基盤の』つの確保に嵯鉄ずるのである。ベノレ一白

「近代的」なプランテーションは，かかる政治過程在生み出すほどに「近代化」

を遂吋てきていたのである。

(1981年 9月18日脱稿〕

56) lbid.， p. 122 


